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TEL  026‒245‒1100（代表）
　　　026‒214-9244（直通）
FAX  026‒248‒0066

〒382-8510  長野県上高井郡高山村大字高井4972

令和５年度

高山村役場住民税務課税務係



届出書類は高山村ホームページにも掲載しています。
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31令和５年度村民税 ・ 県民税特別徴収について

　特別徴収とは、貴事業所で毎月の給与を支払う際、6月から翌年の5月までの12回に月割りした村・県民税額を給与受給者から差し引き、翌
月の10日の納期限（休日等の場合は翌日）までに納入書により、一括（全員分の税額を合算）して納入いただく制度です。
　なお、納期限（翌月10日が休日等の場合は翌日）までに納入されなかった場合は、納期限の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応
じて年14.6％（平成26年1月1日以後の期間については、各年の特例基準割合が年7.3％に満たない場合には、当該特例基準割合に年7.3％
の割合を加算した割合）の割合で「延滞金」が加算されます。
　また、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3％の割合｛平成12年1月1日から平成25年12月31日まで前年11
月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4％の割合を加算した割合
（当該加算した割合が年7.3％の割合を超える場合には、年7.3％の割合）、平成26年1月1日以後の期間は各年の特例基準割合に年1％の割
合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3％の割合を超える場合には、年7.3％の割合）｝で計算した額の「延滞金」が加算されます。
　 ※特例基準割合とは、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1％の割合を加算した割合。

　別添の令和５年度村・県民税特別徴収税額通知書には、特別徴収人員と特別徴収税額の合計を記載しています。

　次の金融機関のうち、いずれかの金融機関を利用してください。

ゆうちょ銀行  （局払込取扱票に限る）
ながの農業協同組合本所及び各支所



高山村役場住民税務課税務係へ

高山村役場住民税務課税務係へ
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TEL  026－245－1100（代表）
　　  026－214－9244（直通）
FAX  026－248－0066

お問い合わせは  　 長野県高山村役場住民税務課税務係



【提出先】〒382-8510　上高井郡高山村大字高井 4972 番地　高山村役場 住民税務課税務係 特別徴収担当
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高 山 村 長 様

所 在 地

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

法 人 番 号

係
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変 更 前 変 更 後

名 称

電 話 （ ） － （ ） －

備 考

※この用紙は複写してご使用ください。

法 人 番 号

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

変 更 年 月日 令和 年　　月　　日
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氏 名

所 在 地 特別徴収義務者指定番号

整理番号（村記入欄）

担
当
者

係

氏 名

電 話 番 号

令和　　年　  月  　日

高 山 村 長 　  様
名 称

法人番号

代表者の
職氏名印

生 年 月 日
大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令
　 年 月 日

普通徴収納付済期別 特別徴収開始月フ リ ガ ナ

1月1日の住所

現 住 所

備 考

理由（○印をつけてください。）

・本人からの申し出
・入社
・その他（ ）

・普通徴収の納期限が到来したものは、特別徴収への切替はできませんのでご注意ください。

・特別徴収の開始を希望する月の前月の15日までに提出してください。

（受給者番号： ）

村より送付する税額通知書に受給者番号の記載が必要な場合は記入してください。

納入書 必要　　　不要

（どちらかに○をしてください）

期分まで

　　納入済

　　　月分より

特別徴収します。
（　 月　 日納入）

税額通知書への

受給者番号の記載

村・県民税　特別徴収への切替申請書
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与

所

得

者

※この用紙は複写してご使用ください。

村・県民税の納入方法を普通徴収（個人納付）から特別徴収（給与天引）へ変更を希望する給与所得者がいる場合に使用してください。
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